
令和 3 年 3 月

令和 8 年 3 月

令和 8 年度 令和 17 年度

１．事業概要

① 施　設

改 定 日 ：

別添２－1

法適（全部適用）

韮崎市下水道事業経営戦略

韮崎市

公共下水道事業

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：

～計 画 期 間 ：

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

（１）事業の現況

流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

処 理 区 域 内 人 口 密 度

平成７年度
（３０年）

21.8人/ha

処 理 区 数

釜無川流域下水道に接続

広 域 化 ・ 共 同 化 ・ 最 適 化
実 施 状 況 ＊ 1

　１処理区（１３処理分区）

　無し

　　釜無川流域下水道の関連公共下水道として事業を行っているため、
　既に広域化は図られています。

＊1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 　「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、
　 広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行
　 する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　   「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に
　 応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

処 理 場 数
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② 使　用　料

2,123 円 2,521 円

2,123 円 2,511 円

2,123 円 2,508 円

③ 組　織

　下図の運営体制で運営しています。

令和５年度 令和５年度

令和６年度 令和６年度

　　本市の下水道の料金体系は、基本料金と使用水量に応じた従量制を採用し
　ており、検針、徴収は韮崎地区と甘利地区を２ヵ月毎に行っています。
　　下水道使用料単価については、平成８年の供用開始より料金改定を行わず
　使用料を抑えてきましたが、平成２９年４月と令和７年６月に引き上げの改定を
　実施しました。
　　今後は、未普及地域の下水道整備に伴い、新規加入分の下水道使用料は
　増加することが見込まれますが、下水道使用者全体で見ると、人口減少や節
　水機器の普及等により使用料は減少していくと予想されるため、３年毎に使用
　料の見直しを検討していく必要があります。

業 務 用 使 用 料
体系の概要・考え方

　一般家庭用使用料体系と同じ

実質的な使用料＊3
（ 20 ㎥ あ た り ）

※過去3年度分を記載

令和４年度

そ の 他 の 使 用 料
体系の概要・考え方

　公衆浴場用（1ヶ月につき）
　　　基本料金　10㎥まで　　：　1,375円
　　　超過料金（従量１㎥につき）
　　　　　　10㎥を越えるもの　：　1㎥につき137円50銭
　
　臨時用（1ヶ月につき）　　　：　1㎥につき137円50銭

条例上の使用料＊2
（ 20 ㎥ あ た り ）

※過去3年度分を記載

令和４年度

一般家庭用使用料
体系の概要・考え方

　　使用料金（1ヶ月につき）
　　　　基本料金　10㎥まで　　　　：　1,009円80銭
　　　　超過料金（従量１㎥につき）
　　　　　　　10㎥を越え30㎥まで　：　1㎥につき121円
　　　　　　　30㎥を越え50㎥まで　：　1㎥につき144円10銭
　　　　　　　50㎥を超えるもの　　　：　1㎥につき165円

＊2　条例上の使用料とは、一般家庭における20㎥あたりの使用料をいう。
＊3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に20㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）
をいう。

職員数

事業運営組織

　　下水道担当の職員は、事務職員１名と技術職員２名の計３名で業務を行って
　います。

上下水道課

下水道担当

水道管理担当

水道工務担当
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（３）　経営比較分析表を活用した現状分析

　導入していません。

　導入していません。 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

（２）民 間 活 力 の 活 用 等

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経
営比較分析表）を添付すること。

　
　　令和５年度決算における経営比較分析表（別紙１）では、経費回収率が７６％であるため、使用料で
　経費を回収できず、一般会計からの繰入金により賄われている状況です。
　　経営健全化を図るためには、未接続者への啓蒙活動を行い、使用料の確保と使用料の見直しが必
　要です。

　利用しているエネルギーはありません。

　利用する土地・施設等はありません。

資 産 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　  (包括的民間委託を含む)

 ア　エネルギー利用
　(下水熱･下水汚泥･発電等)＊4

 イ　土地・施設等利用
(未利用土地･施設の活用等)＊5

＊4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につなが
る取組を指す。
＊5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単
純な売却は除く）。

 イ　指定管理者制度

　　使用料算定収納事務業務、水質検査業務、下
　水道台帳作成業務、マンホールポンプ保守点検
　業務を民間委託しています。

民 間 活 用 の 状 況
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２．将来の事業環境

（２）有収水量の予測

（３）使用料収入の見通し

（１）処理区域内人口の予測

　　使用料収入については、有収水量が減少していくと考えられることから、今後は減少していくと見込
　まれます。そのため、令和７年度に値上げの改定を行いました。今後は、３年毎に使用料の見直しが
　必要となる見通しです。

　　処理区域内人口予測の推計にあたっては、国立社会保障・人口問題研究所による将来推計人口に
　おける減少率を採用し推計を行いました。処理区域内人口については、今後も下水道整備により処理
　区域を拡大していくため、行政人口の減少率に比べ緩やかな減少が見込まれます。

　　有収水量については、処理区域内人口の減少や節水機器の普及等により、今後はが減少していくと
　考えられます。有収水量の予測値は、国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口を勘案して算
　出しました。
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３．経営の基本方針

　　サービス水準の維持や災害等の対応を考慮すると、現在の人員では限界があることから、組織の見
　直しを検討します。また、業務の見える化や共有、研修等の積極的な活用により、職員の育成、知識
　や技術の継承に努めます。

（５）組織の見通し

　
　　豊かな自然環境である河川や水路等の水質汚染を防ぎ、安全で快適な生活環境を実現するため
　に、下水道整備を進めるとともに水洗化の促進を図ります。
　
　　①公共下水道の整備促進
　　　 市内の環境改善に大きく寄与している公共下水道の整備については、「汚水処理施設アクション
　　プラン」に基づき進めますが、未整備地域の優先順位や汚水処理方法を再検討し、最も効率的な
　　整備を検討します。
　
　　②水洗化の促進
　　　 普及促進については、下水道未接続者への戸別訪問及びイベント時の相談窓口の開設や広報・
　　ホームページによる各種補助制度の周知など、水洗化率向上に向けた取り組みを実施しています。
　
　　③下水道施設の老朽化対策
　　　 本市で最も古い管渠は供用開始から３０年が経過しています。今後は、管渠をはじめとした下水
　　 道施設の延命化とその延命化や維持管理に要する費用の平準化を図ることを目的として、下水道
　　 ストックマネジメント計画を策定し、国の下水道ストックマネジメント支援制度を活用しながら、継続
　　 的に下水道施設の老朽化対策を進めていきます。
　
　　④下水道財政の健全化
　　 　下水道事業の債権管理の強化とよりきめ細やかな経営分析を基に下水道事業を進めていき、下
　　水道財政の経営基盤強化を図ります。

　　供用開始から３０年が経過しているため、マンホールポンプ施設のポンプ類及び計器類については、
　耐用年数が経過した設備もあることから、適正な管理や早期の修繕により可能な限り耐用年数を延ば
　すことで、設備投資の増加を抑制していきます。
　　管渠については、法定耐用年数５０年とされているため、更新は直近の課題とはなっていませんが、
　平成９年度以前に施工した管渠については、耐震基準を満たしていないため、上下水道耐震化計画
　に基づき、耐震化工事を実施していく予定です。
　　今後は、ストックマネジメント計画を策定し、耐用年数を迎える管渠についても、計画的な改築工事
　を検討していく必要があると考えます。

（４）施設の見通し
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４．投資・財政計画（収支計画）

（１）投資・財政計画（収支計画） ： 別紙２・別紙３のとおり

　　普及啓発活動を積極的に実施し、水洗化を促進することで、使用料収入の
　安定化を図り、経営の健全化を目指します。

　　⑤繰入金に関する事項
　　　 現在の経費回収率は７６％で、使用料収入で汚水処理費が回収できず、不足分を一般会計から
　　の繰入金に依存している状態です。そのため、経費回収率９０％を目指し、３年毎に使用料の見直
　　しを行い、一般会計からの基準外繰入金額の減少に努めます。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

　　②企業債に関する事項
　　　 建設改良費の財源とするため、下水道整備中は新規の借入を実施していきますが、資本費平準
　　化債も活用し、世代間負担の公平性を図ります。
　
　　③国庫補助金に関する事項
　　    建設改良費の財源とするため、国庫補助金を活用し整備促進を図ります。
　
　　④受益者負担金に関する事項
　　　 受益者負担金を建設改良費の財源の一部とし、整備を進めてまいります。

目 標

目 標

　　下水道施設の効率的な整備を進め、生活環境の改善及び公共用水域の保
　全を図り、安全で快適な市民生活の確保と水洗化の推進に努めます。
　　老朽化した施設については、ストックマネジメント計画に基づいた改築工事を
　実施することで費用の平準化を図ります。

※ 赤字がある場合には（３）において、その解消方法が示されていることが必要

　　①使用料収入の見通し、使用料の見直しに関する事項
　　　 使用料収入については、下水道整備中は供用開始区域の拡大に伴い使用料が増加するものの、
　　下水道使用者全体でみると、節水機器の普及や人口減少の影響で使用料収入の減少が予想され
　　ることから、未接続世帯の水洗化の促進と未収金の減少への取り組みを強化します。
　　　使用料の見直しについては、現在の使用料単価は１１４円／㎥で、総務省の要請する１５０円／㎥
　　を大きく下回っていることから、早急な改善が求められています。そのため、令和７年度は５％増（使
　　用料単価を１２０円／㎥）の改定を行いました。今後も３年毎に使用料の見直しを検討します。

　　管渠の新設費用は、毎年約８ｈａ（延長約２ｋｍ／年）の整備を実施します。
　　その後は、平成９年度以前に施工した耐震基準を満たしていない管渠について、上下水道耐震化
  計画に基づき、耐震化工事を実施します。
　　老朽化した管渠については、ストックマネジメント計画を策定し、改築工事を実施していきます。

①　収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明
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③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

　　①職員給与費に関する事項
　　 　サービス水準の維持や災害等の対応を考慮すると、現在の人員では限界があることから、業務
　　 内容に合わせた職員数を検討する必要があります。

　　②動力費に関する事項
　　 　マンホールポンプの増設や汚水量の増加に伴い、マンホールポンプの電気料の増額が見込ま
　　 れますが、使用機器の更新時に省電力化を図ることで動力費の抑制に努めます。

　　③通信費に関する事項
　　 　マンホールポンプの遠隔監視システム使用料及び通報装置通信費については、マンホールポ
　　 ンプの増設に伴い増額が見込まれますが、通報装置の更新時に電話回線からＬＴＥ回線にする
　　 ことで通信費の抑制に努めます。
　
　　④修繕費に関する事項
　　 　マンホールポンプ施設については、保守点検による適正な管理を行い、修繕費の抑制に努め
　　 ます。管渠については、ストックマネジメント計画を策定し、計画的かつ効率的な修繕を行います。

　　⑤委託費に関する事項
　　 　下水道使用料算定収納事務業務、下水道水質検査 、下水道台帳作成業務、マンホールポンプ
　　 保守点検清掃業務 については、民間委託をしています。今後も必要に応じ、民間委託の活用など
　　 を検討していきます。

　　⑥釜無川流域下水道維持管理負担金に関する事項
　　 　本市の公共下水道は、山梨県が事業主体である釜無川流域下水道に接続する流域関連公共
　　下水道として、釜無川浄化センターで汚水処理を行っているため、流入量に応じた汚水処理費を
　　負担金として山梨県に支払っています。
　
　　⑦釜無川流域下水道建設負担金に関する事項
　　 　釜無川流域下水道として流域幹線管渠、ポンプ場及び釜無川浄化センターを使用しているため、
　　それらの改築工事とそれに伴う設計業務委託に対し、負担率に応じた負担金を山梨県に支払って
　　います。
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（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検
討予定の取組について、その内容等を記載すること。

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤
字が発生している場合には、赤字の解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応
じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

①　今後の投資についての検討状況

*　処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

②　今後の財源についての考え方・検討状況

－

　　安定した経営基盤を築くためには、使用料の適正化を図るこ
　とが重要と考えます。今後は、経営状況を的確に把握し、投資
　と財源のバランスを確認しながら適正な料金算定を行い、経費
　回収率９０％を目指し、３年毎に使用料の見直しに取り組んでい
　きます。

使用料の見直しに関する事項

－

　　今後の経営状況を踏まえ、必要に応じた民間活力の活用を検
　討していきます。

　　企業債償還金の返済が多額となっていることから、資本費平準
　化債を適切に活用し、負担の平準化を図ります。

　　既に釜無川流域下水道に接続しているため、処理場について
　は広域化されていますが、災害時対応や維持管理業務等にお
　ける共同化の導入については、山梨県が令和４年度に「山梨県
　生活排水処理施設広域化・共同化計画」を策定し、関係市町村
　で検討を進めているところです。

広域化・共同化・最適化に
関する事項

その他の取組

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

投資の平準化に関する事項

資産活用による収入増加
の取組について

その他の取組 －
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③　投資以外の経費についての検討状況等

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

　　毎年、進捗管理（モニタリング）を行い、投資・財政計画と実績との乖離
　を検証し、見直し（ローリング）を概ね５年ごとに行います。

職員給与費に関する事項
　　サービス水準の維持や災害等の対応を考慮すると、現在の人
　員では限界があることから、業務内容に合わせた職員数を検討
　する必要があります。

動力費に関する事項
　　マンホールポンプの電気料について、使用機器の更新時に省
　電力タイプへの入れ替えや契約プランの見直しを検討します。

修繕費に関する事項

　　マンホールポンプ施設については、保守点検による適正な管
　理を行い、修繕費の抑制に努めます。
　　管渠については、ストックマネジメント計画を策定し、計画的か
　つ効率的な修繕を行います。

委託費に関する事項
　　マンホールポンプ保守点検業務については、点検方法や頻度
　等をより効率的になるよう見直し、委託費の削減を図ります。

その他の取組 -

薬品費に関する事項 -

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、
指定管理者制度、PPP/PFIなど）

　　現在は活用予定はありませんが、今後は費用対効果を検証し
　ながら検討していきます。
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　下水道管渠は平成元年から整備を始め、市内の
一部を平成８年から供用開始したものであり、現
時点では、管渠の老朽化が心配される箇所はない
が、マンホールポンプについては、耐用年数を迎
えているものもあるため、計画的に取替を行って
いく必要がある。

2. 老朽化の状況

全体総括

　下水道整備は平成元年から始まり、全体計画の
６割程度の整備率となっている。
　令和７年度に使用料の値上げを予定している
が、①経常収支比率②累積欠損金比率③経費回収
率をみても、一般会計からの繰入金により賄われ
ている状況であり、健全な経営とは言えない。
　令和２年度に策定した経営戦略を基に、まずは
経費回収率を１００％にするよう使用料の適正化
を推進し、未接続者への啓蒙活動を行い下水道事
業の経営健全化を図る必要がある。

※　「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみの類似団体平均値及び全国平均を算出しています。

19,035 8.57 2,221.12 【】 令和5年度全国平均

処理区域面積(km
2
) 処理区域内人口密度(人/km

2
) －

2. 老朽化の状況について

類似団体平均値（平均値）

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

①経常収支比率は、使用料収入及び一般会計から
の繰入金等の収益で維持管理費や支払利息等の費
用を賄えている状況である。

②累積欠損金率は、一般会計からの繰入金により
０％である。

③流動比率は、下水道整備中のため、建設改良費
に充てられた企業債等が含まれており、これらの
財源により整備された下水道管渠について、将
来、償還・返済の原資を使用料収入により得るこ
とが予定されているため、一概に支払い能力がな
いとは言えない。

④企業債残高対事業規模比率は、下水道整備中の
ため類似団体に比べて低くなっている。

⑤経費回収率は７６％で、一般会計からの繰入金
に依存している状況のため、使用料の改定が必要
である。

⑥現在の使用料単価１１４円では、汚水処理原価
１４８円を回収できていないため、総務省の要請
する使用料単価を１５０円／㎥に引き上げ、使用
料の適正化を図る必要がある。

⑧水洗化率は、類似団体と比べて高くなってい
る。

資金不足比率(％)

- 36.54 67.97 92.41 2,123

自己資本構成比率(％) 普及率(％) 有収率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円)

28,089

処理区域内人口(人)

280.25 100.23 ■ 当該団体値（当該値）法適用 下水道事業 公共下水道 Cd2 その他

経営比較分析表（令和5年度決算）
山梨県　韮崎市

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
) グラフ凡例

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 - 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 - 0.32 0.10 0.09 0.10

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 - 98.70 99.39 98.87 100.12

平均値 - 107.81 107.54 107.19 107.04

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 - 2.78 5.45 8.02 10.45

平均値 - 19.93 21.94 22.89 23.37

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 - 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 - 0.00 0.00 0.00 0.00

①経常収支比率(％)

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 - 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 - 18.20 19.06 31.07 37.43

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 - 37.98 42.74 43.98 51.32

平均値 - 48.56 47.58 51.09 57.42

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 - 894.28 1,118.03 772.54 713.24

平均値 - 1,245.10 1,108.80 1,194.56 1,174.61

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 - 76.31 76.69 76.72 76.98

平均値 - 79.77 79.63 76.78 75.41

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 - 150.00 149.29 149.36 148.30

平均値 - 214.56 213.66 224.31 223.48

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 - - - - -

平均値 - 49.47 48.19 47.32 48.03

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 - 93.40 93.75 93.86 94.04

平均値 - 82.06 82.26 81.33 80.95

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対事業規模比率(％)

⑤経費回収率(％) ⑥汚水処理原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧水洗化率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管渠老朽化率(％) ③管渠改善率(％)

【105.91】 【3.03】 【78.43】 【630.82】

【95.91】【58.94】【138.75】【97.81】

【41.09】 【8.68】 【0.22】



（法適用企業・収益的収支）

投資・財政計画
収支計画

（別紙　２）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 前々年度 前年度 本年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． (A) 218,570 218,983 226,188 228,858 246,531 243,852 241,126 262,227 259,186 256,153 278,356 275,004 271,611
(1) 218,092 218,442 225,678 228,348 246,021 243,342 240,616 261,717 258,676 255,643 277,846 274,494 271,101
(2) (B)
(3) 478 541 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510

２． 557,746 534,717 526,013 539,316 517,998 530,416 538,842 528,551 526,962 541,246 526,108 538,377 552,910
(1) 417,776 392,943 382,990 392,968 370,827 381,637 388,106 375,235 373,221 384,830 368,129 378,030 390,366

417,776 392,943 382,990 392,968 370,827 381,637 388,106 375,235 373,221 384,830 368,129 378,030 390,366

(2) 139,910 141,694 142,943 146,268 147,091 148,699 150,656 153,236 153,661 156,336 157,899 160,267 162,464
(3) 60 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

(C) 776,316 753,700 752,201 768,174 764,529 774,268 779,968 790,778 786,148 797,399 804,464 813,381 824,521
１． 670,616 655,215 652,588 670,124 674,835 680,562 687,925 700,156 696,707 708,945 716,586 725,753 736,738
(1) 13,551 13,797 7,705 14,786 14,934 15,083 15,234 15,386 15,540 15,696 15,853 16,011 16,171

6,597 7,507 3,051 8,027 8,107 8,188 8,270 8,353 8,436 8,521 8,606 8,692 8,779

6,954 6,290 4,654 6,759 6,827 6,895 6,964 7,033 7,104 7,175 7,247 7,319 7,392
(2) 195,948 178,816 182,485 186,135 189,858 193,655 197,528 201,479 205,508 209,618 213,811 218,087 222,449

4,803 4,801 4,990 5,090 5,192 5,296 5,402 5,510 5,620 5,732 5,847 5,964 6,083
7,409 6,794 6,930 7,069 7,210 7,354 7,501 7,651 7,804 7,960 8,119 8,281 8,447

183,736 167,221 170,565 173,976 177,456 181,005 184,625 188,318 192,084 195,926 199,845 203,842 207,919
(3) 461,117 462,602 462,398 469,203 470,043 471,824 475,163 483,291 475,659 483,631 486,922 491,655 498,118

２． 104,745 99,009 99,613 98,050 89,694 93,706 92,043 90,622 89,441 88,454 87,878 87,628 87,783
(1) 104,745 99,009 99,613 98,050 89,694 93,706 92,043 90,622 89,441 88,454 87,878 87,628 87,783
(2)

(D) 775,361 754,224 752,201 768,174 764,529 774,268 779,968 790,778 786,148 797,399 804,464 813,381 824,521
(E) 955 △ 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(F) 616
(G) 955 92
(H) △ 955 524

0 0 0 0 0 0 0 0 0
(I) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(J) 520,999 462,800 457,458 452,197 447,014 441,910 436,882 431,929 427,051 422,246 417,513 412,851 408,259

385,100 356,087 350,746 345,485 340,302 335,198 330,170 325,217 320,339 315,534 310,801 306,139 301,547
(K) 1,015,286 860,455 952,774 946,767 940,046 926,795 915,329 917,601 893,366 885,710 861,680 825,518 800,542

586,995 516,696 577,439 573,798 569,725 561,694 554,745 556,122 541,434 536,794 522,230 500,314 485,177

425,265 340,222 375,335 372,969 370,321 365,101 360,584 361,479 351,932 348,916 339,450 325,204 315,365
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 218,570 218,983 226,188 228,858 246,531 243,852 241,126 262,227 259,186 256,153 278,356 275,004 271,611

(N)

(O)

(P) 218,570 218,983 226,188 228,858 246,531 243,852 241,126 262,227 259,186 256,153 278,356 275,004 271,611

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

支 出 計

累 積 欠 損 金 比 率 （

経 常 損 益

う ち 一 時 借 入 金

減 価 償 却 費

う ち 建 設 改 良 費 分

R10 R13 R16

そ の 他

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益

料 金 収 入

収

益

的

支

出

(E)+(H)

特 別 利 益

(F)-(G)

(C)-(D)

R17R11 R14R8

長 期 前 受 金 戻 入
そ の 他 補 助 金

営 業 外 費 用

動 力 費
修 繕 費
材 料 費

営 業 収 益

営 業 外 収 益

職 員 給 与 費

経 費

受 託 工 事 収 益
そ の 他

そ の 他

補 助 金

収 入 計

収

益

的

収

入

そ の 他

支 払 利 息
そ の 他

営 業 費 用

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

）

う ち 未 収 金

収

益

的

収

支

う ち 未 払 金

退 職 給 付 費

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

流 動 資 産

×100

流 動 負 債

特 別 損 益

(A)-(B)

R9 R12 R15

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

他 会 計 補 助 金

特 別 損 失

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ）

基 本 給



（法適用企業・資本的収支）

投資・財政計画
収支計画

（別紙　３）

（単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度 本年度

区　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． 479,000 519,900 636,482 537,237 537,237 537,237 537,237 537,237 537,237 537,237 537,237 537,237 537,237

194,000 253,000 280,000 247,400 247,400 247,400 247,400 247,400 247,400 247,400 247,400 247,400 247,400

２．

３． 157,723 74,819 127,098 90,459 122,459 92,459 98,091 92,459 92,459 92,459 92,459 98,091 92,459

４．

５．

６． 80,000 82,989 96,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000

７．

８． 16,773 15,128 15,218 15,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370

９．

(A) 733,496 692,836 874,798 708,066 736,066 706,066 711,698 706,066 706,066 706,066 706,066 711,698 706,066

(B)

(C) 733,496 692,836 874,798 708,066 736,066 706,066 711,698 706,066 706,066 706,066 706,066 711,698 706,066

１． 474,102 427,836 594,798 460,666 490,666 460,666 466,298 460,666 460,666 460,666 460,666 466,298 460,666

11,827 8,910 9,952 10,052 10,152 10,254 10,356 10,460 10,564 10,670 10,777 10,884 10,993

２． 597,298 586,491 587,933 577,439 573,798 569,725 561,694 554,745 556,122 541,434 536,794 522,230 500,314

３．

４．

５．

(D) 1,071,400 1,014,327 1,182,731 1,038,105 1,064,464 1,030,391 1,027,992 1,015,411 1,016,788 1,002,100 997,460 988,528 960,980

(E) 337,904 321,491 307,933 330,039 328,398 324,325 316,294 309,345 310,722 296,034 291,394 276,830 254,914

１． 335,260 188,725 264,198 295,435 293,794 289,721 281,690 274,741 276,118 261,430 256,790 242,226 220,310

２．

３．

４． 2,644 132,766 43,735 34,604 34,604 34,604 34,604 34,604 34,604 34,604 34,604 34,604 34,604

(F) 337,904 321,491 307,933 330,039 328,398 324,325 316,294 309,345 310,722 296,034 291,394 276,830 254,914

(G)

(H) 8,728,792 8,662,201 8,710,750 8,670,548 8,633,987 8,601,499 8,577,042 8,559,534 8,540,649 8,536,452 8,536,895 8,551,903 8,588,826

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 前々年度 前年度 本年度

区　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）
決 算
見 込

417,776 392,943 382,990 392,968 370,827 381,637 388,106 375,235 373,221 384,830 368,129 378,030 390,366

336,570 312,728 317,533 317,410 315,012 314,542 313,248 311,087 310,612 309,247 308,350 306,509 305,000

81,206 80,215 65,457 75,558 55,815 67,095 74,858 64,148 62,609 75,583 59,779 71,521 85,366

157,723 74,819 127,098 90,459 122,459 92,459 98,091 92,459 92,459 92,459 92,459 98,091 92,459

14,449 13,488 13,878 12,796 12,796 12,102 11,518 10,848 10,425 9,759 9,142 8,472 7,935

143,274 61,331 113,220 77,663 109,663 80,357 86,573 81,611 82,034 82,700 83,317 89,619 84,524

575,499 467,762 510,088 483,427 493,286 474,096 486,197 467,694 465,680 477,289 460,588 476,121 482,825

R17R12 R13 R14 R15

損 益 勘 定 留 保 資 金

R16R11R8 R9

合 計

(A)-(B)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

う ち 基 準 外 繰 入 金

収 益 的 収 支 分

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

う ち 基 準 内 繰 入 金

R10

(E)-(F)

企 業 債 償 還 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

計

補 塡 財 源 不 足 額

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

そ の 他

そ の 他

R12

資

本

的

収

入

資

本

的

支

出

補

塡

財

源

資

本

的

収

支

R10 R11

建 設 改 良 費

う ち 資 本 費 平 準 化 債

R17

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

計

計

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

そ の 他

繰 越 工 事 資 金

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

R16R13 R14 R15R8 R9

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

純 計


